
 

 

〇次世代省エネ基準（平成２８年基準） ※宇都宮市の地域区分：５ 

 

１ 窓の断熱改修 

⑴ 戸建住宅の場合 

以下の熱貫流率及び日射遮蔽対策の基準を両方満たすもの 

熱貫流率 日射遮蔽対策 

４．７以下 

以下のいずれかを満たすこと 

・開口部の日射熱取得率が０．５９以下であるもの 

・ガラスの日射熱取得率が０．７３以下であるもの 

・付属部材を設けること 

・ひさし，軒等を設けるもの 

  ⑵ 共同住宅の場合 

熱貫流率４．７以下を満たすもの 

 

 ２ 屋根，天井，壁，床の断熱改修 

以下の熱抵抗の基準値を満たすもの 

  ⑴ 充填断熱工法の場合 

部位 工法等 熱抵抗の基準値 

屋根 枠組壁工法・軸組工法 ４．６以上 

天井 枠組壁工法・軸組工法 ４．０以上 

壁 
枠組壁工法 ２．３以上 

軸組工法 ２．２以上 

床 

外気に接する部分 
枠組壁工法 ３．１以上 

軸組工法 ３．３以上 

その他の部分 
枠組壁工法 ２．０以上 

軸組工法 ２．２以上 

土間床等 

の外周部 

外気に接する部分 枠組壁工法・軸組工法 １．７以上 

その他の部分 枠組壁工法・軸組工法 ０．５以上 

 

  ⑵ 外張断熱工法の場合 

部位 工法等 熱抵抗の基準値 

屋根 枠組壁工法・軸組工法 ４．０以上 

天井 枠組壁工法・軸組工法 ４．０以上 

壁 枠組壁工法・軸組工法 １．７以上 

床 

外気に接する部分 枠組壁工法・軸組工法 ２．５以上 

その他の部分 
枠組壁工法 ２．０以上 

軸組工法 ２．２以上 

土間床等 

の外周部 

外気に接する部分 枠組壁工法・軸組工法 １．７以上 

その他の部分 枠組壁工法・軸組工法 ０．５以上 

 


